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～国民健康保険・後期高齢者医療制度加入の方に～

人間ドック費用の助成をします

事 業 名 国民健康保険  人間ドック 後期高齢者医療  人間ドック

対 象 者 30 歳以上 75歳未満の国民健康保険加入者
※国民健康保険税を完納している世帯のみ

後期高齢者医療制度加入者
※保険料を完納している方のみ

ドックの種類 ①１日ドック　　②２日ドック

助成金額 一律　25,000 円
※ 受診日の当日は、料金から助成金（25,000 円）を差し引いた額を、医療機関に支払ってください。

助成定員 70 人 10 人

受付期間 平成 27年４月２日（木）～平成 28年１月 29日（金）　※定員になり次第締め切ります。

受診できる
医療機関

今庄診療所、済生会病院、中村病院、笠原病院、林病院
（医療機関によって受診できないドックもあります。詳しくは医療機関に直接問合せてください。）

申込方法
役場窓口で定員残数を確認後、医療機関で受診希望日を予約し、次のものを持って役場窓口
へ申し込んでください。

・印鑑　・国民健康保険被保険者証 ・印鑑　・後期高齢者医療被保険者証

注意事項 ・ 特定健診との併用（二重受診）はできません。
・ 検査項目すべてを受診してください。

・ 健康診査との併用（二重受診）はできません。
・ 検査項目すべてを受診してください。

　町では ､ 町内に住所を有する国民健康保険 ･ 後期高齢者医療制度加入者を対象に ､ 人間ドックを受診
する方を募集します。詳しい内容は以下のとおりです。

■申込み・問合せ　
　町民税務課　☎ 47－8015　　今庄総合事務所　☎ 45－1111　　河野総合事務所　☎ 48－2111
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介
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。

　
介
護
保
険
制
度
で
は
、
地
域
の
実
情
な
ど
に
応
じ
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
よ

う
、
３
年
ご
と
に
市
区
町
村
が「
介
護
保
険
事
業
計
画
」を
策
定
し
、
そ
の
計
画
に
基
づ
き

介
護
保
険
料
を
見
直
す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
３
年
間
に
提
供
さ
れ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
見
込
み
量
な
ど
に
基
づ
い
て
介
護
保
険
料
が
決
ま
り
ま
す
。

　
平
成
27
年
度
か
ら
平
成
29
年
度
ま
で
の
南
越
前
町
の
介
護
保
険
料
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
保
険
料
は
、
介
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